
【表紙】  

  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和８年２月９日

【発行者名】 UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド

（UBS Management（Cayman）Limited）

【代表者の役職氏名】 取締役　　ブライアン・バークホルダー

（Director, Brian Burkholder）

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、ＫＹ１－1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウ

ン、ウグランド・ハウス、私書箱309

（P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-

1104, Cayman Islands）

【代理人の氏名又は名称】 弁護士　　安　達　理

　同　　　橋　本　雅　行

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号

大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【事務連絡者氏名】 弁護士　　鴛 海　晶

　同　　　川 崎　惠

　同　　　伊 原　ひ か り

　同　　　宮 本　浩 河

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号

大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03（6775）1000

【届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券に

係るファンドの名称】

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－

KKRインフラストラクチャー・ファンド

（UBS Universal Trust（Cayman）Ⅲ - KKR Infrastructure Fund）

【届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券の

金額】

（ⅰ）当初申込期間

100億米ドル（約１兆5,656億円）を上限とします。

（ⅱ）継続申込期間

100億米ドル（約１兆5,656億円）を上限とします。

（注）米ドルの円貨換算は、2025年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客

電信売買相場の仲値（１米ドル＝156.56円）によります。以下、別段の記載が

ない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

令和８年２月２日付で提出した有価証券届出書につき、リスクに対する管理体制に関する記載および参

考情報を追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

訂正箇所を下線または傍線で示します。

 

第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

３　投資リスク

①　リスク要因

＜訂正前＞

（前略）

中間ファンド

（中略）

　潜在的投資者は、ファンドに投資するか否かを決定する前に自らのアドバイザーにご相談いただく必

要があります。さらに、中間ファンドの投資プログラムが時間の経過とともに発展および変化するにつ

れ、（ファンドを通じた）中間ファンドへの投資は、追加的かつ異なる、実際の、あるいは潜在的な利

益相反の対象となる可能性があります。

 

＜訂正後＞

（前略）

中間ファンド

（中略）

　潜在的投資者は、ファンドに投資するか否かを決定する前に自らのアドバイザーにご相談いただく必

要があります。さらに、中間ファンドの投資プログラムが時間の経過とともに発展および変化するにつ

れ、（ファンドを通じた）中間ファンドへの投資は、追加的かつ異なる、実際の、あるいは潜在的な利

益相反の対象となる可能性があります。

 

②　リスクに対する管理体制

管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に

沿ったものであることをチェックします。

投資運用会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針

に沿ったものであることをチェックします。また、定期的にコンプライアンス会議を開催し、法令、投

資制限、投資ガイドライン等についてファンドの遵守状況をチェックします。
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